
仕 様 書 

 

１．事業名 

令和７年度業務用端末 PC 賃貸借事業 

 

２．納入場所 

上閉伊郡大槌町 大槌町役場 地内 

 

３．ハードウエア 

 （１）業務端末ＰＣとして以下のスペックを満たすノート型パソコン 60 台を提供すること。 

CPU 
インテル® 64 アーキテクチャー 

第 12 世代 Core i3 以上もしくは AMD Ryzen7000 シリーズ以上 

メモリ １６GB 以上 

Disk ２５６GB以上の SSD 

ネットワークカード 1Gbps 1 ポート以上 RJ45 で接続可能 

無線 LAN 
IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / 

IEEE802.11b 

モニタ 15.6 インチ以上 WUXGA(1920x1200)以上 IPS 光沢無液晶 

サイズ 厚さが 2cm 以下のサイズであること。 

セキュリティ TPM2.0 以上を搭載していること 

OS ライセンス Windows 11 Professional 64bit 

その他 3 ポート以上の USB ポート(うち 2ポート以上は USB Type-C) 

ア．家庭用コンシューマー向けモデルではなく、業務使用に適したビジネス向けモデルであ

ること。 

イ．メーカーは富士通、日本電気、レノボ、デル、ヒューレットパッカードのいずれかであ

ること。 

ウ．新品であること。 

エ．光学ドライブは不要。 

オ．USB Type-C で充電でき、対応した AC アダプターを付けること。 

 

 （２）PC 周辺備品として以下の機器を提供すること。 

マウス USB 接続 

   ア．新品であること。 



４．ハードウエアの数量の内訳 

町長部局 ３０台 

教育委員会 ３０台 

 

５．賃貸借契約方法等 

（１）３．ハードウエアで示す機器は賃貸借契約で提供すること。 

（２）賃貸借期間は令和７年 11 月から令和 12年 10 月までの 60 か月とする。 

（３）この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 234 条の 3の規定による長期継続契約

であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃

借人の歳出予算において減額又は削除があった場合、賃借人は、本契約を変更し又は解除

することができる。この場合において、解除により生じた損害の賠償については賃借人と

賃貸人とが協議して定めるものとする。 

（４）各月経過後、適法な支払請求書の提出があった日より 30 日以内に所定の口座に振り込む

ものとする。（月払い） 

（５）賃借料は町長部局分と教育委員会部局分に分けて請求すること。 

 

６．保守 

（１）１年分のハードウエア保守を含めること。 

（２）消耗品は除いてよいが、該当する消耗品一覧を提示すること。 

 

７．作業内容 

（１）賃貸借期間の始期までに対象物件を指定の場所に納入すること。 

（２）３．ハードウエアで納入する機器に対して、所有者と管理番号を明記したラベルを貼付す

ること。 

（３）賃貸借契約満了後の機器は返還するものとし、納入場所もしくは大槌町が指定する場所に

おいて回収すること。 

（４）機器の返還に際してデータ消去作業は賃貸借契約満了時に別途検討することとし、本契約

に含める必要はない。 

 

８．その他 

（１）その他、業務端末 PC に必要なハードウエア、ソフトウエアがあれば提案に含めること。 

（２）不明な点は教育委員会事務局学務課大槌型教育推進係に確認すること。 


